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日進市電子納品運用ガイドライン（案） 

令和４年 10月 

日 進 市 
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第１章 基本事項 

１-１ 本ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、日進市が発注する建設コンサルタント業務委託（以下「委託」という。）

及び工事において電子納品を実施するにあたり、発注者及び受注者が電子納品の運用を

円滑に実施するため、電子納品の対象と適用範囲、電子成果品の構成、電子納品の実施方

法等、必要な事項を定めたものである。 

１-２ 対象委託及び工事 

本ガイドラインは、日進市が発注する委託及び工事を対象とする。ただし、契約図書に別

に定めがある場合はこの限りではない。 

１-３ 用語の定義 

ア 電子納品とは、委託及び工事における各段階の成果を電子成果品として納品すること

をいう。

イ 電子成果品とは、電子納品の要領・基準等に示すフォルダ構成、ファイル形式等に基づ

き作成された電子データの成果品のことをいう。 

１-4 電子納品の要領・基準等 

電子納品にかかる要領・基準等は、次に掲げる要領・基準等を遵守し、その他愛知県電子

納品運用ガイドラインに規定される「電子納品の要領・基準等」に従うものとする。また、発

注案件の特性により沿わないものや定めのない事項については、受発注者間協議により定

めるものとする。ただし、本ガイドラインでは、県ガイドラインに記載の「あいち電子納品活

用システム」及び「電子成果品保管管理システム」に関する記述について、当分の間は適用

除外とする。 

・日進市電子納品運用ガイドライン(案) 

・日進市デジタル写真管理情報基準(案) 

1-5 電子媒体の保管管理 

発注者は、納品を受けた電子成果品についてエラーのないことを確認した上で、次工程

の委託又は工事の発注図書への利用のほか、施設管理としての活用のし易さ、災害等に伴

う資料喪失防止等の観点に立ち、適切に保管管理するものとする。 
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1-６ 電子納品の流れ 

日進市における電子納品の流れは、次のとおり。 

発注者 受注者 

発注準備 

発注・入札 

着 手 

履行中 

成果品作成 

納品・確認 

検査 

保管・管理 

電子成果品の作成 

・ファイル作成 

・フォルダ構成の整理

納品前確認 

電子成果品の納品 

電子成果品の 

監督員検査・受取

完了検査 

入札及び契約 

事前協議（受発注者間協議） 

発注図書の作成 

※電子納品条項の記載 

電子情報の交換・共有 

電子媒体の 

保管・管理
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第２章 委託成果の電子納品 

2-1 発注図書 

日進市が発注する全ての委託を電子納品の対象としており、発注図書の仕様書には、以

下のとおり電子納品の対象とする旨が記載されている。なお、電子納品の対象としない場

合は、非対象である旨が明記されている。 

2-2 事前協議 

（１）事前協議 

電子納品の実施にあたっては、業務着手時に受発注者間で参考資料１の「愛知県 電子

納品協議チェックシート【委託業務】」を用いて協議を行い、事前に必要事項を確認するもの

とする。 

ア 協議事項 

「愛知県 電子納品協議チェックシート【委託業務】」（参考資料１）に定める事項について、

次のことに留意の上、協議する。 

（ア）「電子納品の適用範囲」は、「日進市電子納品運用ガイドライン」とする。 

（イ）「事務所名等」には、「発注者及び発注担当課」を記入する。 

（ウ）「設計書コード」には、「契約番号」を記入する。 

（エ）「住所」には、「履行場所」を記入する。 

（オ）電子情報交換には、電子メール、情報共有システムの他ロゴチャット及びオンラインス

トレージも含めて協議を行い、チェックシートに書き加える。 

（カ）委託検査は、原則、検査員が求めない限り立会検査を行わないものとする。 

（キ）写真を納品する場合は、格納予定のビューアソフトを備考欄に記載する。 

イ 協議方法 

（ア）業務着手時に協議チェックシートを用いて受発注者で協議・確認を行う。 

（イ）受注者が協議結果を「協議チェックシート」に反映させて作成し、その複製を発注者が

受理することで相互確認を行う。（チェックシートを業務計画書に含めて確認を受ける

ことにより、チェックシートの作成及び個別提出を省略できる。） 

ウ 協議事項の変更 

事前協議で決定した内容を変更する場合は、発議者は受発注者間で協議の上「協議チ

ェックシート」を更新し、相手方に提出することで確認を行う。 

（電子納品） 

第○○条 本業務は電子納品の対象業務とする。 

２ 日進市電子納品運用ガイドラインに基づき電子納品の対象となる成果品やその作成につ

いては、同ガイドラインによるものとする。 

３ その他、電子納品に関する取扱いについては、受発注者協議に従うこととする。
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2-3 フォルダ構成 

委託における電子納品のフォルダ構成は下図のとおりとする。 

図 ２-1 電子成果品のフォルダ構成（委託） 

ＩＮＤＥＸ_Ｄ.ＸMＬ 

ＩＮＤＥＸ_Ｄ.0５ＤＴＤ 

ＲＥＰＯＲＴ（報告書フォルダ）…土木設計業務等の電子納品要領 

 ＯＲＧ（オリジナルファイルフォルダ） 

ＤＲＡＷＩＮＧ（図面フォルダ）…ＣＡＤ製図基準 

 ＯＲＧ（オリジナルファイルフォルダ） 

ＲＥＧＩＳＴＥＲ（台帳フォルダ）…土木設計業務等の電子納品要領 

ＶＩＥＷＥＲ.ＥＸＥ（ビューアソフト） 

ＰＨＯＴＯ（写真フォルダ）…日進市デジタル写真管理情報基準(案) 

ＳＵＲＶＥＹ（測量データフォルダ）…測量成果電子納品要領 

ＢＯＲＩＮＧ（地質データフォルダ）…地質・土質調査成果電子納品要領 

ＯＴＨＲＳ（その他フォルダ） 

ＩＣＯＮ（ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎデータフォルダ） 

（業務管理ファイル）

電子媒体 
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2-4電子納品の適用範囲 

委託における電子納品の適用範囲及び電子納品区分を下表に示す。なお、格納すべき電

子データが存在しないフォルダは作成しないものとする。 

表 ２-1 電子納品の適用範囲（委託） 

成果品 保存フォルダ ファイル形式 区分 

報告書 
報告書 

報告書 

ＲＥＰＯＲＴ 
ＰＤＦ, 

Ｄｏｃｕｗｏrｋｓ 
△ 打合せ簿 

その他 

報告書オリジナルファイル ＲＥＰＯＲＴ≫ＯＲＧ ＯＲＧ △ 

図面 図面（設計図面） 
ＤＲＡＷＩＮＧ ＳＸＦ 〇

ＤＲＡＷＩＮＧ≫ＯＲＧ ＯＲＧ 〇

写真 
写真 ＰＨＯＴＯ≫ＰＩＣ ＪＰＧ 

△ 
参考図 ＰＨＯＴＯ≫ＤＲＡ ＪＰＧ,ＴＩＦＦ 

測量 

測量図面 

ＳＵＲＶＥＹ 

ＳＸＦ 

〇 
測量記録 ＰＤＦ,ＯＲＧ 

測量成果 ＴＸＴ（ＤM含む） 

その他データ ＰＤＦ,ＯＲＧ 

地質 

ボーリング

柱状図 

ボーリングデータ ＢＯＲＩＮＧ≫ＤＡＴＡ ＸMＬ 

〇 
柱状図 ＢＯＲＩＮＧ≫ＬＯＧ ＰＤＦ,ＯＲＧ 

簡略柱状図 ＢＯＲＩＮＧ≫ＤＲＡ ＳＸＦ 

土質試験及び地盤調査結果 ＢＯＲＩＮＧ≫ＯＴＨＲＳ ＰＤＦ,ＯＲＧ,ＸMＬ 

その他 その他データ ＯＴＨＲＳ ＯＲＧ △ 

ＩＣＯＮ ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ データ ＩＣＯＮ ＯＲＧ 〇 

※区分 〇：電子納品 △：協議による 

※保存フォルダ欄の ”Ａ≫Ｂ ”は「フォルダＡ内のフォルダＢ」を示す。 

※ＳＸＦ、ｓｆｃ 又は ｓｆｚ或いは事前協議により決定したファイル形式を便宜上 ＳＸＦと表記

する。 

※上表に記載のない事項は、協議チェックシートにより決定する。 
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2-5 ファイルの作成 

（１）業務管理ファイル 

電子成果品に添付する業務管理ファイル（ＩＮＤＥＸ_Ｄ.ＸMＬ）に記入する業務管理項目に

ついては、以下の点に留意の上、国土交通省の「土木設計業務等の電子納品要領」の規定

に従い作成するものとする。 

（ア）日進市発注者機関コード  ＴＥＣＲＩＳ：２２３0２２３0 

（イ）「設計書コード」は、「契約番号」と読み替える。 

（ウ）位置及び名称等の記載 

委託の対象が、位置や名称を有する場合は、各管理ファイルの該当項目（地名、座標値、

施設名等）を必ず記載すること。境界座標は、測量精度を要するものではないが、国土地

理院の提供する境界座標入力支援サービス※等を用いて必ず記載すること。ただし、位

置を有しない委託は除く（制度設計、技術調査等）。 

※境界座標入力支援サービス：ｈｔｔｐｓ://ｐｓｇｓｖ２.ｇｓｉ.ｇｏ.ｊｐ/ｋｏｕｋｙｏｕ/rｅｃｔ/ 

（２）報告書フォルダ 

報告書フォルダ（ＲＥＰＯＲＴ）に作成するデータは、以下の点に留意し国土交通省の「土木

設計業務等の電子納品要領」の規定に従うものとする。 

ア ファイル 

ＰＤＦ形式又はＤｏｃｕｗｏrｋｓによる提出とし、しおりを付けること。ファイルの1ファイ

ル当たり容量は 10MＢ 程度までとし、これを大きく超える場合は文章の構造単位(章ご

と、節ごと)で分割する。 

イ 用紙 

用紙サイズはＡ4縦を基本とする。 

ウ 解像度、圧縮率 

スキャニング等により作成される ＰＤＦ ファイル等は、印刷時に原稿データと同程度の

鮮明さが確保され、文字及び画像等データとしての目的が達成できるよう配慮すること。 

エ フォント 

ワープロによる文書作成にあたっては、ユニバーサルデザイン（ＵＤ）の考え方に基づき

ゴシック系書体のフォントを使用する。また、長期的な見読性を確保するため、機種依存

文字は、使用しないこと。 

オ オリジナルファイル 

報告書作成にあたってワープロソフト及び表計算ソフトを使用した場合は、報告書オリ

ジナルファイルについても納品すること。画像データ等の外部参照機能(リンク貼り付け)

を用いないこと。 

その他のソフトウェアで作成したオリジナルデータも事前協議に基づき納品すること。 

（３）図面ファイル 
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図面フォルダ（ＤＲＡＷＩＮＧ）に作成するデータは、以下の点に留意し国土交通省の

「ＣＡＤ 製図基準」の規定に従うものとする。 

ア ファイル形式 

日進市に電子納品する ＣＡＤ データ交換フォーマットは、原則「ＣＡＤ 製図基準」で定め

るＳＸＦ（Ｐ２1 形式：ＩＳＯ 国際標準準拠）或いは ｓｆｃ 又は ｓｆｚ とする。なお、当分の間は

事前協議により決定したファイル形式による作成を認めるものとする。なお、協議で決定

したファイル形式と併せてＳＸＦ或いはｓｆｃ又はｓｆｚの作成を妨げるものではない。本章

では、便宜上、決定したファイル形式をＣＡＤ製図基準に準じてＳＸＦ（形式）と呼ぶものと

する。 

イ 建築設計 

発注者と協議により建築設計業務等電子納品要領（国土交通省）及び建築ＣＡＤ図面作

成要領（案）に準拠することとした場合は、その他の定めに関わらず、当該要領に従い作

成する。 

ウ ラスタデータ 

ＣＡＤ 図面の背景に画像ファイル（ラスタデータ）を貼り付ける場合の仕様は次のとおり

とする。 

表 ２-２ ラスタデータの仕様 

データ形式 ＴＩＦＦ Ｇ4 ｓｔrｉｐｐｅd 形式 

色数 モノクロ（白黒の２ 値） 

ドット上限 Ａ0 400dｐｉ（主方向 1３,000 ドット） 

拡張子 ｔｉｆ 

その他 1 ファイルには 1 つのラスタデータのみ存在するものとします。ビッ

ト配列は主方向から副方向へ時計周りに９0°とします。 

エ 著作権 

ＣＡＤ 図面等は同一事業において利用するために電子納品するものであり、第三者の

無断使用や他事業での目的外使用等、著作権法等に触れることのないよう取り扱うもの

とする。 

（４）ビューアソフト 

写真を電子納品するときは、事前協議の備考欄に記載したビューアソフトを電子媒体の

ルート直下に格納する。

（５）写真フォルダ 

写真フォルダ（ＰＨＯＴＯ）に作成するデータは、以下の点に留意し「日進市デジタル写真

管理情報基準(案)」の規定に従うものとする。 

ア 報告書内の写真ファイル 

写真ファイルを報告書に貼り付けて、報告書の一部としてＰＤＦ形式で納品する場合



9 

は、「日進市デジタル写真管理情報基準(案)」による電子納品の対象外とする。 

（６）測量データフォルダ 

測量データフォルダ（ＳＵＲＶＥＹ）に作成するデータは、国土交通省の「測量成果電子納品

要領」の規定に従うものとする。 

（７）地質データフォルダ 

地質データフォルダ（ＢＯＲＩＮＧ）に作成するデータは、国土交通省の「地質・土質調査成

果電子納品要領」の規定に従うものとする。 

（８）その他 

その他フォルダ（ＯＴＨＲＳ）には「ＲＥＰＯＲＴ」「ＤＲＡＷＩＮＧ」「ＰＨＯＴＯ」「ＳＵＲＶＥＹ」

「ＢＯＲＩＮＧ」「ＩＣＯＮ」のいずれにも該当しない書類・図面類で、事前協議により納品対象と

されたものを格納する。 

（９）ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ データフォルダ 

ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ データフォルダ（ＩＣＯＮ）に作成するデータは、ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ 関

連要領等を参照し作成するものとする。 
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2-６ 電子媒体の作成 

（１）電子媒体 

納品する電子媒体は次のとおりとする。 

ア 納品用ファイル 

納品用ファイルは監督員から指示がない場合は、原則、次のとおりとする。 

（ア）電子媒体は、ラベルの記載事項を読むことができる透過性のあるＣＤサイズのプラス

チックケース（以下、「ＣＤケース」という。）に入れること。

（イ）ＣＤケースは、記入例の通り、ケースの背表紙に「契約番号」「案件名」、「作成年月」を横

書きで記載する。 

記入例） Ｒ●●●●●＿○○○○／○○○業務 令和○年○月 

（ウ）ＣＤケースを２部収納でき、かつＡ4サイズのファイルに綴じることができる収納ケー

スに入れること。収納ケースのイメージは次のとおり。 

（エ）納品予定の収納ケースを綴じるＡ4ファイルの仕様及び背表紙の記載内容並びにファ

イルの数等については、監督員に事前に確認すること。 

イ 電子媒体ラベルの表記 

電子媒体のラベル面には、次の項目について記載するものとする。ラベルは白色を使

用することとし、ラベル面への記載方法は、直接印字又は油性マジック等電子媒体に傷を

付ける恐れのないものによる書き込みに限るものとする（押印不可）。 

また、ラベルシール等の貼り付けは認めない（部分・全面ともに貼り付け不可）。 

（ア）「作成年月」 履行終了時の年月 ※納品月ではない。 

（イ）「契約番号」 契約図書に記載の契約番号 

（ウ）「何枚目／総枚数」 記入例：（１枚目／全１枚） 

（エ）「案件名」 契約図書に記載の委託名 

（オ）「発注者」 発注者の名称及び発注担当課（括弧書き） 

（カ）「受注者」 受注者の名称 

（キ）「ウイルスチェックに関する情報」 

  ａ ウイルスチェックソフト名 

  ｂ ウイルス定義年月日またはパターンファイル名 

  ｃ ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日 
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（ク）「フォーマット形式」 ＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ-Ｒ フォーマット形式を記載 

ＣＤ-Ｒのフォーマットの形式は Ｊｏｌｉｅｔ、ＤＶＤ-Ｒのフォーマットの形式はＵＤＦ（ＵＤＦ 

Ｂrｉdｇｅ）とする。 

図 ２-２ 電子媒体ラベルの表記 

ウ 複数枚の対応 

データ容量が大きく、複数枚の電子媒体に分割格納する場合は、以下のとおりとする。 

（ア）何枚目の媒体であっても、媒体内のルートからのフォルダ構成は変えない。 

（イ）業務管理ファイルは、各媒体のルート直下に格納する。ただし、各業務管理ファイルの

中のメディア番号は、各媒体記載の「○枚目／総枚数」の番号と整合を取ること。 

図 ２-３ 複数電子媒体への分割格納例

納品する全データ 

 REPORT 

 DRAWING 

 VIEWER.EXE 

 PHOTO 

 SURVEY 

 OTHRS

作成年月：令和●年●月 

契約番号：Ｒ●●●●●  ●枚目／全●枚 

案件名：●●●●●●●／●●●●●業務 

発注者：日進市（●●課） 

受注者：●●●●（株） 

ウイルス対策ソフト名：●●●●●● 

ウイルス定義：●●●●年●●月●●日版 

チェック年月日：●●●●年●●月●●日 

フォーマット形式：●●●●●● 

発注者担当 受注者担当 

メディア番号2/2の内容 

 INDEX_D.XML 

 INDEX_D.05DTD 

 VIEWER.EXE 

 PHOTO 

 SURVEY 

業務管理ファイルを 

全ての電子媒体の 

ルート直下に格納する。 

  INDEX_D.XML 

  INDEX_D.05DTD

メディア番号1/2の内容 

 INDEX_D.XML 

 INDEX_D.05DTD 

 REPORT 

 DRAWING 

 OTHRS 
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（２）電子成果品の納品前確認 

受注者は、作成した電子成果品を電子媒体へ格納・納品する前に、以下に示す確認を行

う。 

ア 電子納品チェックシステムを用いた電子成果品の確認 

最新の「電子納品チェックシステム」等を利用してデータが「電子納品に関する要領・基

準」に沿って作成されていることを確認する。 

※電子納品チェックシステム 

国土交通省が土木関係事業向けに提供するチェックソフト。国土交通省電子納品 Ｗｅｂ

サイト（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃａｌｓ-ｅd.ｇｏ.ｊｐ/ｅdｃ_dｏｗｎｌｏａd）よりダウンロード可能。 

※電子成果物作成支援・検査システム 

国土交通省大臣官房官庁営繕部が建築関係事業向けに提供するチェックソフト。 

国土交通省Ｗｅｂ サイト 

（ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｍｌｉｔ.ｇｏ.ｊｐ/ｇｏｂｕｉｌd/ｇｏｂｕｉｌd_ｃａｌｓ_dｅｎｓｉｓｅｉｋａｈｉｎ4.0.ｈｔｍｌ ）

よりダウンロード可能。 

イ ＣＡＤデータの確認 

受注者は、ＳＸＦ 形式で納品する図面を、「ＳＸＦ 表示機能及び確認機能要件書(案)（平

成 ３0 年 ３ 月版）」に従い開発されたソフトウェアを用いて、目視により確認すること。ま

た、すべての図面についてＣＡＤ 製図基準等に適合しているか確認すること。 

ＣＡＤ 図面のチェック内容の詳細については、国土交通省「ＣＡＤ 製図基準に関する運

用ガイドライン」又は農林水産省「電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)」等を参照

すること。 

ウ 業務管理項目の確認 

受注者は、契約書等の突合により、契約番号、案件名、履行場所及び履行期間等に誤り

のないことを十分に確認すること。特に案件名は、空白等を含めて契約書の表記と完全

に一致していることを確認すること。 

エ 電子媒体への格納 

受注者は、電子成果品にエラーが無いことを必ず確認した後に、データを電子媒体に格

納する。電子媒体は、改ざん防止の観点から、データの書き換えができない ＣＤ-Ｒ 又は

ＤＶＤ-Ｒを用いる。 

オ ウイルスチェック 

受注者は、納品前に、作成した電子媒体のウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに

使用したソフトウェア名、ウイルス定義ファイルの定義日又は番号、チェック実施日を電子

媒体のラベルへ記載する。

（３）電子媒体納品書の作成 

納品する電子媒体の原本性を確保するため、愛知県電子納品運用ガイドライン書式を参
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考に電子媒体納品書（参考資料２）を作成し、電子媒体とともに提出する。書式中「業務番号」

は、「契約番号」とする。 

２-７ 電子成果品の監督員検査・受取 

監督員は、受注者から提出のあった電子成果品を以下のとおり検査を行った上で受け取

ること。ただし、不具合等があった場合は、不具合等を解消させ再提出を求めること。 

（1）監督員検査

ア ウイルスチェック 

監督員は、提出のあった電子媒体のファイルを開く前に、職員各自パソコンにインストー

ルされている既存のウイルス対策ソフトにより、電子媒体全体のウイルスチェックを行うこ

と。 

イ 事前協議事項チェック

監督員は、「協議チェックシート」を用いて、事前協議にて確認した事項が満たされてい

ることを確認する。電子成果品に誤りを認めた場合は、「協議チェックシート」に基づき受

注者に確認し、不具合のある場合は修正を指示する。

ウ XMLファイル等のチェック

XML ファイル等のチェックは「電子納品チェックシステム」、「電子成果物作成支援・検査

システム」を利用して、電子成果品が各要領・基準に沿って作成されていることを確認

（例：文字数制限、必須記入項目、文字規制など）する。

※電子納品チェックシステム

国土交通省が土木関係事業向けに提供するチェックソフト。

国土交通省電子納品Web サイト

（http://www.cals-ed.go.jp/edc_download）よりダウンロード可能。

※電子成果物作成支援・検査システム

国土交通省大臣官房官庁営繕部が建築関係事業向けに提供するチェックソフト。

国土交通省Web サイト

（https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_cals_densiseikahin4.0.html）

よりダウンロード可能。

エ 業務管理情報の目視確認 

監督員は、契約図書等との突合により、契約番号、案件名、住所、履行期間、施設名称又

は建物名称等に誤りのないことを十分に確認すること。特に案件名は、空白等を含めて

契約書の表記と完全に一致していることを確認すること。 

オ 図面の目視確認 

監督員は、納品された図面を、ＣＡＤソフトを用いて目視により確認すること。 

カ 座標値のチェック 

監督員は、業務管理項目に記述されている境界座標情報や施設座標、地質情報管理フ
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ァイル等の座標値（経度・緯度）について、ＧＩＳ日進市地理情報システム又は国土地理院が

提供する地図サービス「地理院地図」を使用し、概ね正しいことを確認する。 

（2）相互確認及び納品完了

電子媒体について、監督員検査を経て、受発注者相互で納品内容確認を行った後に、電

子媒体のラベルに発注者側は監督員、受注者側は管理技術者により、先がフェルトの油性

ペン等で直接署名を行う。 

発注者及び受注者双方の署名をもって、相互確認及び納品を完了したものとする。 

２-８ 委託検査 

委託にかかる完了検査の方法及び機器の準備等については、「協議チェックシート」に基

づき実施する。検査はＤｏｃｕｗｏrｋｓ データを検査員に提出して受検するものとする。ただ

し、赤黄チェック及び電子媒体を綴じたファイルは、原本を提出するものとする。 
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第３章 工事図書の電子納品 

3-1 発注図書 

（１）電子納品の明示 

日進市が発注する全ての工事を電子納品の対象とし、発注図書の仕様書には、以下のと

おり電子納品の対象とする旨が記載されている。なお、電子納品の対象としない場合は、

非対象である旨が明記されている。 

（２）発注図面の作成 

ア 発注者が作成する発注図面の仕様 

発注者が発注図面を作成する場合は、委託業務の成果図面等を利用して、旗上げ、ハッ

チング、暫定断面の補助線等を追記し施工箇所及び内容を明示する。なお、ＣＡＤ により

図面を作成する場合は、次の仕様に従うこと。 

（ア）ＣＡＤ製図基準等に準拠することを基本とする。ただし、当分の間は発注者が作成した

ファイル形式によるものとする。なお、ＣＡＤ図面以外のものはＤｏｃｕｗｏrｋｓ データ

又はＰＤＦとする。 

（イ）発注図面の作成にあたっては、国土交通省「ＣＡＤ 製図基準に関する運用ガイドライン」

又は農林水産省「電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)」等を参考とすること。 

（ウ）発注者が記載する内容は、次のレイヤに作図することを基本とする。 

表 ３-1 発注者作図レイヤ 

レイヤ名 線種 線色 線の太さ 

Ｃ-ＯＲＤ-ｎ 実線 指定なし 細線（0.1３） 

ａ レイヤ名は半角大文字 

ｂ ハッチングの間隔は、任意とする 

ｃ 線の太さは、印刷結果を踏まえ適宜変更して構わない 

d ｎは変更回数（当初発注図面作成時は「0」）を記載 

（エ）レイヤ内容の責任を明確にするため、委託成果レイヤ名の責任主体は基本的には修正

を行わずＤ（設計）のままとする。ただし、止むを得ず発注図面作成の段階で、委託成

果レイヤの加筆・修正を行ったときは、必ず責任主体をＣ（施工）に変更する。ＣＡＤ製

（電子納品） 

第○○条 本件は電子納品の対象工事とする。但し、特別な理由により部分的に電子納品が

できない場合は、別途監督員と協議の上、紙媒体とすることができる。 

２ 本件の成果品のうち、電子納品の対象とする成果品の作成については、「日進市電子納品

運用ガイドライン」及び「日進市デジタル写真管理情報基準(案)」によるものとする。 

３ 電子納品の対象とする成果品の提出部数については、事前協議にて決定するものとする。 

４ 受注者は、電子納品に必要なハード及びソフト環境の整備を行うものとする。また、受注

者は、検査時の閲覧機器を準備するものとする。 

５ その他、電子納品に関する取扱いについては、受発注者協議に従うこととする。
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図基準の「レイヤの名称」を参照。 

（オ）委託成果の段階で使用していたファイル名を変更（責任主体のライフサイクルをＤ（設

計）からＣ（施工）へ変更、図面番号を再配番、改訂履歴をＺから0（ゼロ）へ変更）する。

ＣＡＤ製図基準の「ＣＡＤデータの名称」を参照。 

イ 当初契約後における発注図面等の提供 

発注者は、委託成果等の図面を元に作成した発注図面の基準チェックを行った上で、電

子媒体、電子メール、情報共有システム等により受注者へ提供する。 

ウ 変更契約時における変更図面等の提供 

発注者は、変更契約があったときは、変更のない図面を含めた変更図面一式（廃棄図面

は付けない）を、当初契約時と同様の方法で受注者に提供する。 

3-2 事前協議 

（１）事前協議 

電子納品の実施にあたっては、工事着手時に受発注者間で参考資料１の「愛知県 電子

納品及び情報共有 協議チェックシート【工事】」を用いて協議を行い、事前に必要事項を確

認するものとする。 

ア 協議事項 

「愛知県 電子納品及び情報共有 協議チェックシート【工事】」（参考資料１）に定める事

項について、次のことに留意の上、協議する。 

（ア）「電子納品の適用範囲」は、「日進市電子納品運用ガイドライン」とする。 

（イ）「事務所名等」には、「発注者及び発注担当課」を記入する。 

（ウ）「設計書コード」には、「契約番号」を記入する。 

（エ）「住所」には、「工事場所」を記入する。 

（オ）電子情報交換には、電子メール、情報共有システムの他ロゴチャット及びオンラインス

トレージも含めて協議し、チェックシートに書き加える。 

（カ）立会検査を実施するときは、プリンタは不要とし、検査用モニターは監督員と協議の上、

準備するものとする。 

（キ）写真を納品する場合は、格納予定のビューアソフトを備考欄に記載する。 

イ 協議方法 

（ア）工事着手時に協議チェックシートを用いて受発注者で協議・確認を行う。 

（イ）受注者が協議結果をチェックシートに反映させて作成し、その複製を発注者が受理す

ることで相互確認を行う。（チェックシートを施工計画書に含めて確認を受けることに

より、チェックシートの作成及び個別提出を省略できる。） 

ウ 協議事項の変更 

事前協議で決定した内容を変更する場合は、受発注者間で協議の上「協議チェックシー

ト」を更新し、相手方に提出することで確認を行う。 
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3-3 フォルダ構成 

工事における電子納品のフォルダ構成は下図のとおりとする。 

図 ３-1 電子成果品のフォルダ構成（工事）

ＩＮＤＥＸ_Ｃ.ＸMＬ 

ＩＮＤＥＸ_Ｃ.0６ＤＴＤ 

ＲＥＧＩＳＴＥＲ（台帳フォルダ） 

 ＯＲＧ（台帳オリジナルファイルフォルダ） 

MＥＥＴ（打合せ簿フォルダ） 

 ＯＲＧ（打合せ簿オリジナルファイルフォルダ） 

ＰＬＡＮ（施工計画書フォルダ） 

ＤＲＡＷＩＮＧＦ（完成図フォルダ）…ＣＡＤ製図基準 

ＶＩＥＷＥＲ.ＥＸＥ（ビューアソフト） 

ＰＨＯＴＯ（写真フォルダ）…日進市デジタル写真管理情報基準(案) 

ＢＯＲＩＮＧ（地質データフォルダ）…地質・土質調査成果電子納品要領 

 建築、電気及び機械 

ＯＴＨＲＳ（その他フォルダ） 

 ＯＲＧ（その他オリジナルファイルフォルダ） 

ＩＣＯＮ（ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎデータフォルダ） 

（工事管理ファイル）

電子媒体 

【建築】     【電気】 
MAINT （保全に関する資料フォルダ） FACILITY （設備図書フォルダ）
SCHEDULE （工程表フォルダ） 
MATERIAL （機材関係資料フォルダ）  【機械】 
PROCESS （施工関係資料フォルダ）  K_BOOK （完成図書フォルダ）
INSPECT （検査関係資料フォルダ） 
SALVAGE （発生材関係資料フォルダ） 
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3-4 電子納品の適用範囲 

工事における電子納品の適用範囲及び電子納品区分を下表に示す。なお、格納すべき電

子データが存在しないフォルダは作成しないものとする。 

表 ３-２ 電子納品の適用範囲（工事） 

成果品 保存フォルダ ファイル形式 区分 

台帳 施設管理台帳など ＲＥＧＩＳＴＥＲ≫ＯＲＧ 協議による △ 

打合せ

簿 

工事打合せ簿 

MＥＥＴ 
ＰＤＦ, 

Ｄｏｃｕｗｏrｋｓ 
△ 

出来形管理 

品質管理 

工程管理 

施工管理 

その他 

報告書オリジナルファイル MＥＥＴ≫ＯＲＧ ＯＲＧ △ 

施工 

計画書 
施工計画書 ＰＬＡＮ 

ＰＤＦ, 

Ｄｏｃｕｗｏrｋｓ 
△ 

図面 図面 ＤＲＡＷＩＮＧ ＳＸＦ △

写真 
写真 ＰＨＯＴＯ≫ＰＩＣ ＪＰＧ 

〇 
参考図 ＰＨＯＴＯ≫ＤＲＡ ＪＰＧ,ＴＩＦＦ 

地質 

ボーリング柱

状図 

ボーリングデータ ＢＯＲＩＮＧ≫ＤＡＴＡ ＸMＬ 

〇 

柱状図 ＢＯＲＩＮＧ≫ＬＯＧ ＰＤＦ,ＯＲＧ 

簡略柱状図 ＢＯＲＩＮＧ≫ＤＲＡ ＳＸＦ 

土質試験及び地盤調査結果 ＢＯＲＩＮＧ 
ＰＤＦ,ＯＲＧ,ＸMＬ 

その他 ＯＴＨＲＳ≫ＯＲＧ 

ＩＣＯＮ ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ データ ＩＣＯＮ ＯＲＧ 〇 

※区分 〇：電子納品 △：協議による 

※保存フォルダ欄の ”Ａ≫Ｂ ”は「フォルダＡ内のフォルダＢ」を示す。 

※ＳＸＦ、ｓｆｃ 又は ｓｆｚ或いは事前協議により決定したファイル形式を便宜上 ＳＸＦと表記

する。 

※上表に記載のない事項は、協議チェックシートにより決定する。 
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３-5 ファイルの作成 

（１）工事管理ファイル 

電子成果品に添付する工事管理ファイル（ＩＮＤＥＸ_Ｃ.ＸMＬ）に記入する工事管理項目に

ついては、以下の点に留意の上、国土交通省の「工事完成図書の電子納品要領」の規定に

従い作成するものとする。 

（ア）日進市発注者機関コード  ＣＯＲＩＮＳ：５２３01２３0 

（イ）「工事番号」は、「契約番号」と読み替える。 

（ウ）位置及び名称等の記載 

工事の対象が、位置や名称を有する場合は、各管理ファイルの該当項目（地名、座標値、

施設名等）を必ず記載すること。境界座標は、測量精度を要するものではないが、国土地

理院の提供する境界座標入力支援サービス※等を用いて必ず記載すること。ただし、位

置を有しない工事は除く（制度設計、技術調査等）。 

※境界座標入力支援サービス：ｈｔｔｐｓ://ｐｓｇｓｖ２.ｇｓｉ.ｇｏ.ｊｐ/ｋｏｕｋｙｏｕ/rｅｃｔ/ 

（２）台帳フォルダ 

台帳フォルダ（ＲＥＧＩＳＴＥＲ）に作成するデータは、事前協議に従うものとする。 

（３）打合せ簿フォルダ 

打合せ簿フォルダ（MＥＥＴ）に作成するデータは、以下の点に留意するものとする。 

ア ファイル 

ファイル形式は、ＰＤＦ 又は Ｄｏｃｕｗｏrｋｓ とし、１ファイル当たりの容量は ５MＢ 以下と

なるよう努めること。 

イ 用紙 

用紙サイズは A4縦を基本とする。

（4）施工計画書フォルダ 

施工計画書フォルダ（ＰＬＡＮ）に作成するデータは、以下の点に留意し国土交通省の「工

事完成図書の電子納品要領」の規定に従うものとする。 

ア ファイル 

ファイル形式は、ＰＤＦ 又はＤｏｃｕｗｏrｋｓデータとする。 

（５）完成図フォルダ 

完成図フォルダ（ＤＲＡＷＩＮＧＦ）に作成するデータは、以下の点に留意し国土交通省の

「ＣＡＤ 製図基準」の規定に従い受注者が作成することを基本とするが、これによりがたい

場合は、監督員と協議により変更できるものとする。 

ア ファイル 

ファイル形式は、原則「ＣＡＤ 製図基準」で定める ＳＸＦ（Ｐ２1 形式：ＩＳＯ 国際標準準拠）

或いは ｓｆｃ 又は ｓｆｚ とするが、当分の間は事前協議により決定したファイル形式による作

成を認めるものとする。なお、協議で決定したファイル形式と併せてＳＸＦ或いは ｓｆｃ 又は
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ｓｆｚ のファイル作成を妨げるものではない。本章では便宜上、決定したファイル形式を

ＣＡＤ製図基準に準じてＳＸＦ（形式）と呼ぶものとする。

イ 図面レイヤ 

表 ３-３ 受注者作図レイヤ 

レイヤ名 線種 線色 線の太さ 

Ｃ-ＷＯＲＫＤ 実線 指定なし 細線（0.1３） 

a レイヤ名は半角大文字

b ハッチングの間隔は、任意とする。

c 線の太さは、印刷結果を踏まえて変更してよい。

ウ ラスタデータ 

ＣＡＤ図面の背景に画像ファイル（ラスタデータ）を貼り付ける場合の仕様は次のとお

りとする。 

表 ３-4 ラスタデータの仕様 

データ形式 ＴＩＦＦ Ｇ4 ｓｔrｉｐｐｅd 形式 

色数 モノクロ（白黒の２ 値） 

ドット上限 Ａ0 400dｐｉ（主方向 1３,000 ドット） 

拡張子 Ｔｉｆ 

その他 1 ファイルには 1 つのラスタデータのみ存在するものとします。ビッ

ト配列は主方向から副方向へ時計周りに９0°とします。 

エ 著作権 

ＣＡＤ 図面等は同一事業において利用するために電子納品するものであり、第三者の

無断使用や他事業での目的外使用等、著作権法等に触れることのないよう取り扱うもの

とする。 

オ 建築工事図面 

事前協議により ＣＡＤ 図面を電子納品することとした場合は、本ガイドライン及び建設

大臣官房官庁営繕部建築課の「建築ＣＡＤ 図面作成要領（案）」に従い作成する。 

（６）ビューアソフト 

写真を電子納品するときは、事前協議の備考欄に記載したビューアソフトを電子媒体の

ルート直下に格納する。

（７）写真フォルダ 

写真フォルダ（ＰＨＯＴＯ）に作成するデータは、以下の点に留意し「日進市デジタル写真

管理情報基準（案）」の規定に従い受注者が作成するものとする。 

ア 写真ファイルを報告書に貼り付けて、報告書の一部として ＰＤＦ 形式で納品する場合は、

「日進市デジタル写真管理情報基準(案)」による電子納品の対象外とする。 

イ デジタル工事写真の小黒板情報電子化 
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デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は次の通り対応すること。ただし、契

約図書に指示がある場合はこの限りではない。 

（ア）デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、使用する機器・ソフトウェア等

（以下「使用機器」という。）を施工計画書に記載し事前に監督員の承諾を事前に得る

こと。 

（イ）使用機器は、施工計画書に記載した写真管理基準に必要な事項の電子的記入ができ、

かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（ＣＲＹＰＴＲＥＣ暗号リ

スト※1）」に記載されている技術を使用した信憑性確認（改ざん検知機能）を有するこ

と。 

（ウ）電子成果の納品時には、受注者は小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結

果を監督員へ提出すること。信憑性確認は、「デジタル工事写真信憑性チェックツール

※２」又は信憑性チェックツールを搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューア

ソフトを用いて行う。 

※1：【ＣＲＹＰＴＲＥＣ暗号リスト】 

ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｃrｙｐｔrｅｃ.ｇｏ.ｊｐ/ｌｉｓｔ.ｈｔｍｌ を参照のこと。 

※２：【デジタル工事写真信憑性チェックツール】 

次のＵＲＬにて一般財団法人日本建設情報総合センター（ＪＡＣＩＣ）が無償提供している。 

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃａｌｓ.ｊａｃｉｃ.ｏr.ｊｐ/ＣＩM/ｓｈａrｉｎｇ/ｉｎdｅｘ_dｉｇｉｔａｌ.ｈｔｍｌ 

（８）地質データフォルダ 

地質データフォルダ（ＢＯＲＩＮＧ）に作成するデータは、国土交通省の「地質・土質調査成

果電子納品要領」の規定に従うものとする。 

（９）建築、電気及び機械フォルダ 

建築、電気及び機械については、契約に含まれる工種に対応する要領・基準等に基づい

て作成する。 

（10）その他 

ア その他フォルダ（OTHRS）には「REGISTER」「MEET」「PLAN」「DRAWINGF」

「PHOTO」「BORING」「ICON」並びに建築、電気及び機械のいずれにも該当しない書

類・図面類で、事前協議により納品対象とされたものを格納する。

イ 工事完了報告として、全景の撮影ができるものは全景及び主要工種について、着工前

と完了の対比写真をA4サイズのDocuworks又はPDFデータで作成（ファイルサイズ

は 5MB以下）し、完了届に添付して電子納品するものとする。

（11）ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎデータフォルダ 

ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ データフォルダ（ＩＣＯＮ）に作成するデータは、ｉ-Ｃｏｎｓｔrｕｃｔｉｏｎ 関

連要領等を参照し作成するものとする。 
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３-６ 電子成果品の作成 

（１）電子媒体 

納品する電子媒体は次のとおりとする。 

ア 納品用ファイル 

納品用ファイルは監督員から指示がない場合は、原則、次のとおりとする。 

（ア）電子媒体は、ラベルの記載事項を読むことができる透過性のあるＣＤサイズのプラス

チックケース（以下、「ＣＤケース」という。）に入れること。

（イ）ＣＤケースは、記入例の通り、ケースの背表紙に「契約番号」「案件名」、「作成年月」を横

書きで記載する。 

記入例） Ｒ●●●●●＿○○○○／○○○工事 令和○年○月 

（ウ）ＣＤケースを２部収納でき、かつＡ4サイズのファイルに綴じることができる収納ケー

スに入れること。収納ケースのイメージは次のとおり。 

（エ）納品予定の収納ケースを綴じるＡ4ファイルの仕様及び背表紙の記載内容並びにファ

イルの数等については、監督員に事前に確認すること。 

イ 電子媒体ラベルの表記 

電子媒体のラベル面には、次の項目について記載するものとする。ラベルは白色を使

用することとし、ラベル面への記載方法は、直接印字又は油性マジック等電子媒体に傷を

付ける恐れのないものによる書き込みに限るものとする（押印不可）。

また、ラベルシール等の貼り付けは認めない（部分・全面ともに貼り付け不可）。

（ア）「作成年月」 履行終了時の年月 ※納品月ではない。 

（イ）「契約番号」 契約図書に記載の契約番号 

（ウ）「何枚目／総枚数」 記入例：（１枚目／全１枚） 

（エ）「案件名」 契約図書に記載の工事名 

（オ）「発注者」 発注者の名称及び発注担当課（括弧書き） 

（カ）「受注者」 受注者の名称 

（キ）「ウイルスチェックに関する情報」 

  ａ ウイルスチェックソフト名 

  ｂ ウイルス定義年月日またはパターンファイル名 

  ｃ ウイルスチェックソフトによるチェックを行った年月日 
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（ク）「フォーマット形式」 ＣＤ-Ｒ又はＤＶＤ-Ｒ フォーマット形式を記載 

ＣＤ-Ｒのフォーマットの形式は Ｊｏｌｉｅｔ、ＤＶＤ-Ｒのフォーマットの形式はＵＤＦ（ＵＤＦ 

Ｂrｉdｇｅ）とする。 

図 ３-２ 電子媒体ラベルの表記 

ウ 複数枚の対応 

データ容量が大きく、複数枚の電子媒体に分割格納する場合は、以下のとおりとする。 

（ア）何枚目の媒体であっても媒体内のルートからのフォルダ構成は変えない。 

（イ）工事管理ファイルを各媒体のルート直下に添付する。ただし、各工事管理ファイルの中

のメディア番号は、各媒体記載の「○枚目／総枚数」の番号と整合を取ること。 

図 ３-３ 複数電子媒体への分割格納例

納品する全データ 

 REGISTER 

 MEET 

 PLAN 

 DRAWING 

 VIEWER.EXE 

 PHOTO 

OTHRS

  INDEX_C.XML 

  INDEX_C.06DTD

メディア番号1/2の内容 

 INDEX_C.XML 

 INDEX_C.06DTD 

 REGISTER 

 MEET 

 OTHRS 

メディア番号 2/2 の内容

 INDEX_C.XML 

 INDEX_C.06DTD 

 VIEWER.EXE 

 PLAN 

 DRAWING  

PHOTO

作成年月：令和●年●月 

契約番号：Ｒ●●●●●  ●枚目／全●枚 

案件名：●●●●●●●／●●●●●工事 

発注者：日進市（●●課） 

受注者：●●●●（株） 

ウイルス対策ソフト名：●●●●●● 

ウイルス定義：●●●●年●●月●●日版 

チェック年月日：●●●●年●●月●●日 

フォーマット形式：●●●●●● 

発注者担当 受注者担当 

工事管理ファイルを 

全ての電子媒体の 

ルート直下に格納する。 
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（２）電子成果品の納品前確認 

受注者は、作成した電子成果品を電子媒体へ格納・納品する前に、以下に示す確認を行

う。 

ア XMLファイル等のチェック 

最新の「電子納品チェックシステム」等を利用して XML ファイル等が「電子納品に関す

る要領・基準」に沿って作成されていることを確認する。

※電子納品チェックシステム 

国土交通省が土木関係事業向けに提供するチェックソフト。国土交通省電子納品Ｗｅｂ

サイト（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｃａｌｓ-ｅd.ｇｏ.ｊｐ/ｅdｃ_dｏｗｎｌｏａd）よりダウンロード可能。 

※電子成果物作成支援・検査システム 

国土交通省大臣官房官庁営繕部が建築関係事業向けに提供するチェックソフト。国土交

通省Ｗｅｂ サイト

（ｈｔｔｐｓ://ｗｗｗ.ｍｌｉｔ.ｇｏ.ｊｐ/ｇｏｂｕｉｌd/ｇｏｂｕｉｌd_ｃａｌｓ_dｅｎｓｉｓｅｉｋａｈｉｎ4.0.ｈｔｍｌ）

よりダウンロード可能。 

イ ＣＡＤデータの確認 

受注者は、ＳＸＦ 形式で納品する図面を、「ＳＸＦ 表示機能及び確認機能要件書(案)（平

成 ３0 年 ３ 月版）」に従い開発されたソフトウェアを用いて、目視により確認すること。ま

た、すべての図面についてＣＡＤ 製図基準等に適合しているか確認すること。 

ＣＡＤ 図面のチェック内容の詳細については、国土交通省「ＣＡＤ 製図基準に関する運

用ガイドライン」又は農林水産省「電子化図面データ作成運用ガイドライン(案)」等を参照

すること。

ウ 工事管理項目の確認 

受注者は、契約図書等の突合により、契約番号、案件名、工事場所及び工期等に誤りの

ないことを十分に確認すること。特に案件名は、空白等を含めて契約書の表記と完全に

一致していることを確認すること。

エ 電子媒体への格納

受注者は、電子成果品にエラーが無いことを必ず確認した後に、データを電子媒体に格

納する。電子媒体は、改ざん防止の観点から、データの書き換えができない ＣＤ-Ｒ 又は

ＤＶＤ-Ｒを用いる。

オ ウイルスチェック

受注者は、納品前に、作成した電子媒体のウイルスチェックを行い、ウイルスチェックに

使用したソフトウェア名、ウイルス定義ファイルの定義日又は番号、チェック実施日を電子

媒体のラベルへ記載する。

（３）電子媒体納品書の作成 

納品する電子媒体の原本性を確保するため、愛知県電子納品運用ガイドライン書式を参



25 

考に電子媒体納品書（参考資料２）を作成し、電子媒体とともに提出する。書式中「工事番号」

は、「契約番号」とする。 

３-７ 電子成果品の監督員検査・受取 

監督員は、受注者から提出のあった電子成果品を以下のとおり検査を行った上で受け取

ること。ただし、不具合等があった場合は、不具合等を解消させ再提出を求めること。 

（1）監督員検査

ア ウイルスチェック 

監督員は、提出のあった電子媒体のファイルを開く前に、職員各自パソコンにインストー

ルされている既存のウイルス対策ソフトにより、電子媒体全体のウイルスチェックを行うこ

と。 

イ 事前協議事項チェック 

監督員は、「協議チェックシート」を用いて、事前協議にて確認した事項が満たされている

ことを確認する。電子成果品に誤りを認めた場合は、「協議チェックシート」に基づき受注者

に確認し、不具合のある場合は修正を指示する。 

ウ XMLファイル等のチェック

XML ファイル等のチェックは「電子納品チェックシステム」、「電子成果物作成支援・検査

システム」を利用して、電子成果品が各要領・基準に沿って作成されていることを確認

（例：文字数制限、必須記入項目、文字規制など）する。

※電子納品チェックシステム

国土交通省が土木関係事業向けに提供するチェックソフト。

国土交通省電子納品Web サイト

（http://www.cals-ed.go.jp/edc_download）よりダウンロード可能。

※電子成果物作成支援・検査システム

国土交通省大臣官房官庁営繕部が建築関係事業向けに提供するチェックソフト。

国土交通省Web サイト

（https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_cals_densiseikahin4.0.html）

よりダウンロード可能。

エ 工事管理情報の目視確認 

監督員は、契約図書等との突合により、工事番号、案件名、住所、工期、工事場所等に誤

りのないことを十分に確認すること。特に案件名は、空白等を含めて契約書の表記と完

全に一致していることを確認すること。 

オ 図面の目視確認 

監督員は、納品された図面を、ＣＡＤソフトを用いて目視により確認すること。 

カ 座標値のチェック 

監督員は、工事管理項目に記述されている境界座標情報や施設座標、地質情報管理フ
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ァイル等の座標値（経度・緯度）について、ＧＩＳ日進市地理情報システム又は国土地理院が

提供する地図サービス「地理院地図」を使用し、概ね正しいことを確認する。 

（2）相互確認及び納品完了

電子媒体について、監督員検査を経て、受発注者相互で納品内容確認を行った後に、電

子媒体のラベルに発注者側は監督員、受注者側は現場代理人により、先がフェルトの油性

ペン等で直接署名を行う。 

発注者及び受注者双方の署名をもって、相互確認及び納品を完了したものとする。 

３-８ 工事検査 

工事にかかる電子成果品の検査は次のとおりとし、完了検査の方法、機器の準備等につ

いては、「協議チェックシート」に基づくものとする。 

ア 受注者は、電子成果品のファイル閲覧機能を持つソフトがインストールされた機器を準

備し、受注者が機器の操作を行い受検するものとする。受注者は、検査に先立ち、準備す

る機器に電子成果品を複製保存するなどし、閲覧できるようにしておくものとする。

イ 立会検査において、プリンタの準備は不要とし、検査用モニター及びモニターへの接続

ケーブルについては、監督員と協議するものとする。 

ウ 監督員は、検査に必要な電子成果品の複製を検査員に提出するものとする。

エ 検査員が上記の方法によらず、別の方法により検査を行うことを監督員に指示したと

きは、監督員は、直ちに受注者と検査に関する情報を共有し、指示に従い受検するもの

とする。

オ 立会検査を行わない場合は、監督員は納品された電子成果品の複製を検査員に提出し、

受検するものとする。 



27 

参考資料

参考資料１ 

愛知県電子納品運用ガイドライン 協議チェックシート
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参考資料２ 

愛知県電子納品運用ガイドライン（様式１） 
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愛知県電子納品運用ガイドライン（様式 2）


